
 

定例公安委員会開催概要 

                            

　令和７年３月19日、次のとおり定例会議を開催しました。 

 

１　審議・報告事項 

　⑴　職員の名刺購入に係る公費負担の実施 

　　　職員の名刺購入に係る公費負担の実施について報告を受けた。 

 

　⑵　２月中の苦情受理・措置状況 

　　　２月中の苦情受理・措置状況について報告を受けた。 

 

　⑶　令和７年２月末の刑法犯概況 

　　　令和７年２月末の刑法犯概況について報告を受けた。 

 

　　　吉本委員長から、「新たな手口として、特殊詐欺の犯人からかかってきた電話が、着信画面

　　では末尾が0110と警察施設からの電話のように偽装されて表示される手口が出てきたと大きく

　　報道されており、被害が拡大するのではないかと危惧している。『電話がかかってきた場合は

　　そのまま応対せず、いったん電話を切って自分で電話番号を調べてかけ直す』ということを更

　　に強調して啓発していく必要がある。対策をお願いしたい。」旨の発言があった。 

 

　⑷　令和７年２月中における主な交通違反の取締結果 

　　　令和７年２月中における主な交通違反の取締結果について報告を受けた。 

 

　⑸　当面の警護等予定 

　　　当面の警護等予定について報告を受けた。 

 

　⑹　航空隊帯広分遣隊の有事即応態勢の強化 

　　　航空隊帯広分遣隊の有事即応態勢の強化について報告を受けた。 

 

      倉本委員から、「交代制で一定期間の派遣勤務になるということで、自宅を離れる時間が長

　　くなり、人によってはストレスを強く感じる可能性もあるので、ケアをしっかり行っていただ

　　きたい。」旨の発言があった。 

 

 

２　決裁・報告事項 

　⑴　運転免許の取消処分等 

　　　運転免許の取消処分等を行った。 

 

　⑵　運転免許の効力の停止等の処分を行う場合における処分量定基準に関する規程の一部改正 

      道路交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第32号）の施行に伴い、個人番号カードと

　　運転免許証の一体化に関する規定が整備されることから、運転免許の効力の停止等の処分を行

　　う場合における処分量定基準に関する規程（平成10年北海道公安委員会規程第３号）の一部を

　　改正するとの説明を受け、同規程の一部を改正することとした。 

 

　⑶　令和７年第１回北海道議会定例会の結果 

　　　令和７年第１回北海道議会定例会の結果について報告を受けた。 

 

　⑷　個人情報の保護に関する法律の施行に関する北海道公安委員会規則の一部改正 

　　　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正

　　する法律（令和５年法律第48号）の一部施行等により、保有個人情報開示請求等における本

　　人確認書類から「健康保険の被保険者証」が削除されたことに伴い、個人情報の保護に関す



　　る法律の施行に関する北海道公安委員会規則（令和５年北海道公安委員会規則第５号）を改

　　正するとの説明を受け、同規則の一部を改正することとした。 

 

　⑸　警備業者に対する営業停止処分 

　　　札幌方面管内の警備業者が、警備業法（昭和47年法律第117号）第19条第１項及び第２項、

　　同法第21条第２項、同法第45条等に違反し、同法第49条第１項に規定する営業の停止等に該

　　当するとの説明を受け、同業者の営業を停止することとした。 

 

　⑹　警備員指導教育責任者資格者証の返納命令 

　　　北海道公安委員会から警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けていた者が、警備業法

　　第45条等に違反し、同法第22条第７項第３号に該当するとの説明を受け、警備員指導教育責

　　任者資格者証を返納させるものとした。 

 

　⑺　北海道監査委員による令和６年度随時監査（工事）の結果 

　　　北海道監査委員による令和６年度随時監査（工事）の結果について報告を受けた 

 

　⑻　重傷病及び障害給付金並びに遺族給付金の支給申請受付 

　　　重傷病及び障害給付金の支給申請受付概要並びに遺族給付金の支給申請受付概要について

　　報告を受けた。 

 

　⑼　ストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令等の実施結果 

　　　令和７年２月中におけるストーカー行為等の規制等に関する法律（平成12年法律第81号）

　　に基づく警告及び禁止命令等の実施結果について報告を受けた。 

 

　⑽　北海道暴力団の排除の推進に関する条例を適用した勧告の実施 

　　　北海道暴力団の排除の推進に関する条例（平成22年北海道条例第57号）の適用による勧告

　　を実施したことについて報告を受けた。 

 

　⑾　苦情、直接通報及び要望・意見の受理 

　　　公安委員会宛て苦情、直接通報及び要望・意見の受理について報告を受けた。 

 

　⑿　要望・意見の調査結果 

　　　公安委員会宛て要望・意見の調査結果について報告を受けた。 

 

　⒀　苦情の調査結果 

　　　公安委員会宛て苦情の調査結果について報告を受け、回答内容を決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


